
 

 

 

2024年 4月 22日 

各 位 

 
まるごとリフォームローンの金利引き下げキャンペーンを開始！ 

 

株式会社伊予銀行（頭取 三好 賢治）は、「まるごとリフォームローンの金利引き下げキャ

ンペーン」を開始しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

今回のキャンペーンでは、リフォーム資金に関するお悩みを抱えているお客さまをサポートす

るため、まるごとリフォームローンの金利を通常より 0.3％～0.5％引き下げいたします。 

当行は、地域のお客さまの資金面のサポート等に役職員一丸となって取り組んでまいります。 

 
記 

 
○キャンペーン期間 

2024 年 4月 22日（月）～ 2024 年 10月 31日（木） 

※上記期間中にお借り入れされた方をキャンペーンの対象とします。 

 

〇キャンペーン金利※1 

金利体系 通常金利 キャンペーン金利① キャンペーン金利②※2 

3年固定 2.3% 2.0%  1.8% 

5年固定 2.5% 2.2%  2.0% 

10 年固定 2.9% 2.6%  2.4% 

商品の詳細は、別添のちらしをご参照ください。 

※1 上記の金利には保証料を含みます。 
     固定金利期間終了後の適用金利は、固定金利期間終了時点の当行の定める「住宅ローン基

準金利－0.4%（『当行住宅ローンをご利用中の方』または『提携リフォーム事業をご利用

の方』は『住宅ローン基準金利－0.6％』）となります。 
※2「当行住宅ローンをご利用中の方」または「提携リフォーム事業をご利用の方」が適用さ

れます。 

 以 上 

 
 
 
 
 
 

【本件に関するお問い合わせ】伊予銀行個人コンサルティング部（担当:有澤・田村）TEL（089）907-1073 
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※上記の金利には保証料を含みます。 

Web申込を
ご希望の方は
こちら！

「提携リフォーム事業」の詳細は「まるごとリフォームローン」のホームページをご参照ください。



※「当行で住宅ローンをご利用の方」または「提携リフォーム事業をご利用の方」は、上記金利からさらに0.2%引き下げいたします。
※固定金利期間終了後の適用金利は、固定金利期間終了時点の当行の定める「住宅ローン基準金利－0.4％(「当行で住宅ローンを
ご利用の方」または「提携リフォーム事業をご利用の方」は『住宅ローン基準金利－0.6％』)となります。

 (2024.4.22現在）

・本人または同居家族が所有する建物
・別居する本人の両親（義両親含む）が所有する建物

住宅のリフォーム資金全般
・住宅増改築資金（屋内外の改装、塗装、解体等）
・エクステリア工事資金（外構、植栽、門扉、造園、車庫等）
・住宅設備機器購入資金（システムキッチン、ユニットバス設置等）
・耐震、免震工事資金、電気・ガス・上下水道工事資金
住宅リフォームに伴うインテリア用品購入資金（照明器具、家具、家電製品、その他インテリア用品等）
他社リフォームローンの借換資金

※当行有担保住宅ローンからの借換はできません。
※賃貸用物件、店舗等事業性用途建物のリフォーム資金は対象外です。

※ご融資金額が50万円以上の場合、原則施工業者等にお振込が必要です。

住宅のリフォーム資金全般
・住宅増改築資金（屋内外の改装、塗装、解体等）
・エクステリア工事資金（外構、植栽、門扉、造園、車庫等）
・住宅設備機器購入資金（システムキッチン、ユニットバス設置等）
・耐震、免震工事資金、電気・ガス・上下水道工事資金
住宅リフォームに伴うインテリア用品購入資金（照明器具、家具、家電製品、その他インテリア用品等）
他社リフォームローンの借換資金
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